
東京都がん対策推進計画の改定作業について 資料３

【東京都がん対策推進計画とは】

• “がん対策推進計画”は、都道府県が、がん患者に対するがん医療の提供状況等を踏まえ策定する、がん対策の推進
に関する計画（がん対策基本法第12条第1項）

• 現在、東京都がん対策推進計画は、第二次改定版であり、計画期間は平成３０年度から令和５年度までの６年間
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※計画改定に向けた検討にあたり、新たに「予防・早期発見・教育ワーキンググループ」を設置する。
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令和４年度 令和５年度

第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

第４期基本計画

閣議決定

【部会】（２回程度）

・分野別の取組

※骨子(現状/課題/取組の方向性)及び指標

※WG所管事項に属さないもの

【部会】
・分野別の取組骨子
(WG検討内容報告)

・全体目標/分野別目標

【部会】
・素案
・指標

パブコメ

・パブコメ結果

決
定

【協議会・部会】
・第４期基本計画の検討
状況
・調査結果（速報値）
・計画改定ｽｹｼﾞｭｰﾙ

大規模調査実施

国の方向性・調査結果等を踏まえ、

次期改定の方向性を整理

分野別の骨子の整理

文案調整
印
刷

【協議会・部会】
・現行計画の進捗管理（最終評価）
・全体構成（案）

【協議会】部会検討状況報告

【協議会】※意見照会（素案）

【WG】（各２回程度）

・分野別の取組

※骨子(現状/課題/取組の方向性)及び指標

【凡例】

・・・協議会開催

・・・協議会・部会合同開催

・・・部会開催

・・・ＷＧ開催

【東京都がん対策推進計画（第二次改定）の改定作業（案）】

• 令和５年度は、東京都がん対策推進計画（第三次改定）を策定するため、東京都がん対策推進協議会で議論
を行う。

• 各ＷＧで所管している分野については、現在のＷＧメンバーで、現状・課題及び今後の方向性・取組などに
ついて具体的な議論を行っていく。

【ＷＧでの改定作業】

• 計画改定の全体スケ
ジュール（案）は、
右記のとおり

• 計画改定作業に係る
各ＷＧの開催は、
７月～９月にかけて、
２回程度を予定


